
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SBC 
2014 年（平成 26 年） 

 5 月 26 日（月） 
発行：税理士法人 SBC パートナーズ

   大阪市北区太融寺町 3番 24号 

 日本生命梅田第二ビル 3階

 

 

 

 
【経営】独立開業の進め方 
～会社設立と個人事業主どちらで起

業すればいい？～ 
 
日 時：2014 年 6 月 5 日（木）  

8:00～9：00（開場 7:45～） 

講 師：税理士法人 SBCパートナーズ  

     戸越  裕介  

対 象：起業をお考えの方 

定 員：10 名（先着順） 

参加費：1 名様 3,000 円（税込） 
※当日会場にてお渡し下さい。  
弊社顧問契約先 無料 

会 場：税理士法人ＳＢＣパートナーズ 

浜松支店 会議室 

お問合せ：税理士法人ＳＢＣパートナーズ 
TEL ： 053-463-3555 
（担当：松田・河西）   

   

SBC Seminar 
 

セミナー案内 

 

 

 

税理士法 30 条では「税理士

は、税務代理をする場合に

おいて、財務省令で定める

ところにより、その権限を

有することを証する書面を

税務官公署に提出しなけれ

ばならない。」と規定されて

います。そして、この税理

士法 30 条の規定により、通

達で定められている書面の

様式が「税務代理権限証書」

です。税理士・依頼者双方

の氏名・住所、調査の通知

に関する同意、税務代理の

対象に関する事項等を記載

することとされています。 

Ｓｃｏｐｅ 

税務代理権限証書 

国税庁が税務調査手続の通達改正 

新しい税務代理権限証書も公表 

国税庁はこのほど、「国税通則法第 7 条の 2（国税の調査）関係

通達の制定について」の一部改正について（法令解釈通達）」（課

総９－１等、平成 26年 4 月 3 日）を公表し、税務調査手続の通達

改正を行った。 

平成 23 年 12 月の税制改正で税務調査手続が法定化され、納税

者及び税務代理人の双方に事前通知が行われているが、平成 26年

度改正により税務代理権限証書に納税者の同意が記載されている

場合には、税務代理人に対して通知すれば足りることとされた。

この改正を受けて、通達改正が行われたもの。 

同時に、事務運営指針における事前通知手続が改正され、一般

納税者向け及び税理士向け質疑応答集（ＦＡＱ）にＱＡが追加さ

れるとともに、平成 26年 7 月 1日以降に提出する場合の、新たな

「税務代理権限証書」の様式も公表されている。 

まず一般向けＦＡＱでは、税務代理権限証書に納税者の同意が

記載されていない場合は、従来通り双方に事前通知する旨が留意

的に示されている。 

一方、税理士向けＦＡＱでは、9問の追加が行われており、事前

通知に関する同意については、法令上、税務代理権限証書に記載

することとされているため、税務代理権限証書以外の書面や口頭

により「事前通知に関する同意」を示しても、有効なものとは認

められないことが明らかにされている。また、平成 26 年 6 月 30

日以前であっても、「事前通知に関する同意」を記載した税務代理

権限証書の提出は可能であるが、その場合には、改正前の旧様式

で、7 月 1 日以降の提出の場合には新様式での提出となる旨も明

らかにされている。 

このほかＦＡＱには、税務代理の委任を受けている法人から「事

前通知に関する同意」があった場合の、法人税以外の税目に関す

る取扱いや、税務代理権限証書の記載の仕方、新たに税務代理を

委任された場合の過年分も含めた事前通知の手続、たまたまその

年に「事前通知に関する同意」の記載を失念した場合の事前通知

等の取扱いが盛り込まれている。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

エスビーシー・ファーストタックス 

Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


